
平成 30 年度第１回高知県心血管医療体制検討会議

日時：平成 30 年 12 月３日（月） 18 時 30 分～21 時 00 分

場所：高知県立県民文化ホール １階 第 11 会議室

出席者：川井委員（座長）、宇賀委員、江口委員、北岡委員、近藤委員、竹村委員、西田委

員、西山委員、古野委員、細木委員、矢部委員

（座長）では、定刻になりましたので、平成３０年度の第１回高知県心血管疾患医療体制

検討会議を始めたいと思います。

宇賀先生が新しく来られていますね。よろしくお願いします。

では、第６期高知県保健医療計画について、お願いします。

（事務局）失礼いたします。医療政策課、掘池でございます。本日、会に先立ちまして、

医療政策課長よりご挨拶をさせていただきます。

（医療政策課課長）先生方、皆様、本日はお忙しいところ、また、夜分遅くご出席いただ

き、ありがとうございます。

本会議は、第１回の高知県心血管疾患医療体制検討会議となりまして、昨年度は、この

会議をもちまして第７期の計画をとりまとめることができ、そして、最終、こちらのほう

は、３５年までの６年間となっております。

また、日頃より医療行政につきましては、様々な方面において先生方のご協力をたまわ

りまして厚く御礼申しあげます。

本日の検討会の内容ですが、終了しました第６期の計画の総括、及び、本年度から始ま

っております第７期の進捗状況の管理にあわせて、急性心筋梗塞治療センターの結果公表

等について忌憚のないご意見をいただければと思っております。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（事務局）それでは、協議の内容にうつらせていただきます。資料でございますが、まず、

協議事項１としまして、資料１－１、Ａ３ホチキス留め、横のものをご準備いただければ

と思います。

こちらが、第６期からの評価調書でございます。皆様方、ご検討を進めるにあたり、い

ただきました評価調書の最後というかたちになっております。現状、課題、対策のところ

は、これまで議論の中にもありましたので、時間の都合上、割愛させていただきますが、

一番右側の目標、平成２９年度の分でございます。こちらにつきまして、少し、数値の最

新への反映というのをさせていただいております。

上から申し上げさせていただきますと、虚血性心疾患の年齢調整死亡率、人口１０万人

当たりは、直近値の欄でございますが、平成２７年が最新でございます。男性が３６．１、

女性が１１．７ということで目標設定をクリアしております。



ひとつ下にいきまして、救護、救急搬送等の状態でございますが、発症から受診まで６

時間以上の割合というのが、調査が行なわれておりませんので指標としての把握ができて

いない状態でございます。

ひとつ下にいきまして、一般市民により心肺機能停止が目撃された心原性の心肺停止症

例の１ヶ月後の生存率、５年間平均でございますが、平成２４年から２８年の平均が最新

にございまして、１２．５％ということで目標の１３％にはあと少しということではござ

いますが、設定値を少し超えている状態でございます。

また、そのひとつ下の病院到着からバルーン拡張までの時間です。Ｄ ｔｏ Ｂのタイ

ムが９０分以内の割合が８割以上という目標に対しまして、３病院というところで設定が

されておりました。直近値としましては、昨年度の成績公表にもとづいて３病院にてＤ

ｔｏ Ｂ、９０分以内の割合が８割をクリアしております。

最終の目標としては、全ての急性心筋梗塞治療センター機関で実施可能ということです

ので、本日の最後に申し上げさせていただきますが、ほとんどの病院様が８割に、もうす

ぐ近づいているというような状況でございますので、第７期の計画において、こちらも把

握を続けさせていただければと考えております。

なお、最後になりますが、再還流療法の実施率につきましては、こちら、８８．１％と

いうことで、治療の公表、成績公表の分から取らせていただいております。ただし、こち

らがＰＣＩの数のみ調査をしておりますので、こちらに血栓溶解療法等を加えますと、再

還流療法の実施率としては９割を超えるのではないかなと考えております。

では、次、資料１－２にうつらせていただきます。

資料１－２からは、第６期のそれぞれの計画について、２９年度中の実行や評価、改善

という内容について記載させていただいております。こちらが、それぞれ担当課がござい

ますので、担当課より直接ご説明をさせていただければと考えおります。

まず、発症予防の１番から７番が健康長寿政策課、中島保健推進監よりご説明させてい

ただきます。

（健康長寿政策課）委員の皆様方、日頃は大変お世話になっております。健康長寿政策課、

中島と申します。私は、県の健康増進計画であります、よさこい健康プラン２１の推進室

長をしております。今日はよろしくお願いいたします。座らせていただきます。

それでは、お手元の資料１－２、発症の予防というところで、計画と評価の項目を主に

説明させていただきます。

１、たばこ対策のところでございますけれども、禁煙支援につきましてはｅ－ラーニン

グを実施しておりまして、それを健康づくり支援薬局等の方々に周知をして、多く参加し

ていただくという計画と、もう１点が、受動喫煙防止の取り組みとしまして、店舗等の「ノ

ンスモーキー応援施設」及び、飲食店の「空気もおいしい！」認定事業ということを周知

を行なうという計画がございました。

その結果、評価のほうに書いておりますけれども、ｅ－ラーニングにつきましては、医



師・薬剤師等９２名の方に受講していただいてスキルアップが図れました。また、「ノンス

モーキー応援施設」は、昨年度、９施設増加、３０７施設。また、「空気もおいしい認定店」

につきましては、２８施設、２１０施設まで増加したというところでございます。今年度

につきましても、ｅ－ラーニングの受講率を上げるということを継続してやっております。

続きまして、２つ目、血圧対策でございますけれども、健康づくり支援薬局等において、

家庭血圧測定と、はかったあとの記録について指導を継続して行なうということと、県で

は健康パスポート事業を実施しております。それを県民運動として発展させるということ

で、ヘルシー・高知家・プロジェクトを展開しております。その啓発を強化するという計

画をたてておりました。

その結果、評価のほうでございますけれども、健康づくり支援薬局研修会を県下６会場

で開催し、薬剤師の方々に家庭血圧測定と記録の指導について周知を図り、ご協力をいた

だきました。

また、減塩プロジェクトということで、スーパーマーケット等に参加いただいているん

ですけども、そちらのほうで減塩の啓発とか減塩食品、減塩のお醤油とか、いろんな商品

がございますので、そういったものを紹介いただくということで、ご協力をいただいてお

ります。

また、職場の健康づくり応援研修会ということで、協会けんぽと一緒になって研修会を

開催しておりますが、事業所の健康管理責任者を中心に３００名の方に受講していただい

て高血圧対策等にもご理解をいただきたいということになっております。

なお、今後としましては、無関心層に対して積極的に継続して行なう必要があると考え

ているところです。

続きまして、３つ目です。これは、特定検診等の受診率を上げるために健康づくり団体

の方が活動を行なうというところに、県が市町村に補助金を出しているというものです。

それにつきましては、１３市町村が活用されました。

続きまして、４つ目の行になります。健康パスポート等を通じた県民運動、ヘルシー・

高知家・プロジェクトですけれども、そのマスコミを通じた啓発活動としまして、特定検

診の受診率向上及び血圧やタバコ対策等の生活習慣の改善を目指したテレビＣＭを昨年度

２００本放送いたしました。健康に無関心層に対しての積極的な広報につながったと考え

ておるところです。

続きまして、５つ目はとばさせていただきまして、６項目め、そういったＣＭとは別に

「健康づくり一口メモ」ということで、１００文字程度の啓発文をテレビ放送として流し

ております。それを５回放送しましたけれども、本年度、数字を大きく上げていることに

なります。

続きまして、７行目、医療機関や薬局に指導教材を活用した指導の協力依頼ということ

で、特に高血圧対策ということでご協力いただいております。評価のほうに入りますけれ

ども、そこに２つ目の「・」になりますけれども、医療機関４２１施設、及び、調剤薬局、



保健薬局３９９施設に高血圧指導教材の活用を依頼して、ポスターとか血圧１３０アンダ

ーとか、そういったシールを貼っていただくようなことで啓発をお願いしております。

以上、簡単ですけれども、発症予防という取り組みについてご報告をさせていただきま

した。

（事務局）続きまして、項目８番以降になりますが、８番と９番につきましては、医療政

策課、救急担当の所管ではございますが、本日、代読をさせていただきます。

８番は、病院前救護体制と救急搬送体制の整備ということで、ラジオやポスターでの広

報を実施させていただいております。５００枚、昨年度作成をし、心筋梗塞等が強く疑わ

れる際の早期受診といったあたりをポスターに加えさせていただいたり、ラジオでの広報

の際にあわせて周知させていただくということを実施させていただいております。

また、９番としましては、各医療機関様が実施されている研修について県が情報を集約

して、それを皆様にご周知させていただく、そういったいうことをしております。２９年

度、ＩＣＬＳでは、救命救急センター３病院様で開催がされております。数回開催されて

いるということでございます。また、県内の消防本部、及び、救急医療機関へ研修情報を

提供させていただいているところでございます。

次に１０番、１１番でございます。急性期の医療体制としましては、センターそれぞれ

の、ちょっと最初にもふれさせてはいただきましたが、急性心筋梗塞治療センターでの成

績公表といったものを昨年度、皆様方にご協力いただきまして、過去４～５年分について

まとめさせていただき、去年の３月に公開させていただいております。

１１番としまして、急性心筋梗塞治療センターを講師とした症例検討会や講演会等が開

催をされているというふうに情報を収集しておりますので、こういった活動というのが継

続するよう、何時においても継続したアプローチをしていくべきというふうになっている

ところでございます。

こちらが、資料１－２で、以上でございます。こちらは、２９年度の取り組みについて

報告をさせていただきました。

このまま続きまして、ひとつおめくりいただきまして、資料１－３に移らせていただき

ます。

資料１－３は、第６期の保健医療計画の際に、医療体制を検討するにあたっての現状把

握のための指標ということで整理がなされておりました。こちらにつきまして、現時点に

おいて、最新値、反映させていただけるものについて反映しておりますので、その部分に

ついて述べさせていただきます。

１つ目としましては、上から１つ目、ストラクチャー指標、禁煙外来を行なっている医

療機関の中で、ニコチン依存管理料届出が出ているところが、県計で１０６ということで

はございますので、約１００名の同程度で推移をしているところでございます。

２つ下がりまして、高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率です。こちらが平成２６年

度のものが最新値でございます。２５４．３ということで平成２０年度に比べて増加をし



ております。同様に、脂質異常症患者、糖尿病患者についても同様の傾向が認められてお

ります。

喫煙に関しましては、平成２８年度の数値でございますが、男性３２.１％、女性が８．

７％ということで、概ね全国平均というところで推移をしております。

年齢調整死亡率につきましては、平成２７年度が最新でございます。男性が３６．１、

女性が１１．７ということで全国平均を下回る結果になっております。

急性心筋梗塞については、男性が２９．９、女性が９．８ということで、こちらについ

ては、２２年度に比べて減少はしておりますが、全国よりも高いといった状況が継続して

おります。

続きまして、救護にうつらせていただきます。救護の中、上から２つ目、高知県内ＡＥ

Ｄ設置件数でございます。先月、３０年度１１月現在で、県計で３３３７件設置されてお

りますので、約２年間で３００件ほど増加している状況でございます。

そのひとつ下でございますが、救急要請から医療機関への収容までに要した平均時間は、

平成２８年度、３９．９分ということで、全国平均並みというところで推移をしておりま

す。また、救急要請から救急車が到着した平均時間については、同２８年度、８．８分。

心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち一般市民により除細動が実施された件数については、

２８年度は８件ということで推移しております。

こちら、除細動の「除」の漢字が誤字になっております。失礼いたしました。

その下ですが、一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された心肺機能停止症例の１

ヶ月後の生存率、社会復帰率でございますが、生存率は平成２８年度１２．９％、社会復

帰率につきましては８．０％ということで、全国平均を上回っている状態で平成２８年度

は推移してございます。

もう１枚、おめくりいただきまして、指標の２枚目にうつらせていただきます。

こちらが、急性期についての医療資源でございますが、一番上から循環器内科医師数で

すね。循環器の専門医の先生方の数でございますが、２９年１０月が最新でございます。

県全体で８４人ということで、２８年１０月から比べて４人減という状況になっておりま

す。

心臓血管外科の専門医の数でございます。そのひとつ下でございますが、１４人で推移

しておりまして、循環器科内科医師数については９０名ということで、４名の増を認めて

おります。また、心臓血管外科医師数については、２８年度が２４名ということで、こち

ら、３名の減ではありますが、過去の状況を見ますと平均的に推移しているところでござ

います。

救命救急センターを有する病院数は３病院様ということでございます。

２つ下がりまして、大動脈バルーンパンピング法が実施可能な病院数、こちらは、厚生

支局への届け出でございますが、平成３０年１０月時点において１４病院様となっており

ます。



ひとつ下がりまして、心臓リハビリテーションが実施可能な医療機関数。こちらも届け

出ではございますが、平成３０年１０月時点で１２医療機関ということになっております

ので、１医療機関増を認めております。また、心臓リハビリテーション指導医指数につき

ましては、３０年１０月時点で不明もございますが、２７ということで平均的に推移して

ございます。

以降、その下につきましては、急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術手術の件数で

あるとか、心臓血管外科の術であるとか、こちらにつきましては、昨年度の医療計画策定

時において報告をさせていただいていた内容でございますので割愛させていただきます。

以上で、資料１－３が終了いたしましたので、こちらで議題１にございました第６期高

知県保健医療計画についてというところで事務局より報告を終わらせていただきます。

（座長）はい。膨大なご報告だったんですけど、何かご意見、コメントいただけますでし

ょうか。

特にありませんでしょうか。

意見は無いようです。報告事項ですので、こうであったということですよね。

循環器の医者が減っているというのは、ちょっとどうかな、という気がしますけどね。

そうしたら、特にご意見も無いようですので、第７期高知県保健医療計画について、お

願いします。

（事務局）続きまして、第７期の保健医療計画について説明させていただきます。

資料は２－１とホチキスで、そのまま留められておりますが、資料２－２の２枚を用い

てご説明させていただきます。

こちらの評価調書につきましては、構想自体は第６期の時と同じものになっております。

それぞれ、現状、課題、対策や、そのあとの目標ですね。目標の項目、目標設定時の数値、

直近値、目標値ということで記載させていただいております。皆さんにご考察いただきま

した第７期の高知県保健医療計画より抜粋し、こちらに記載をさせていただいております。

現状につきまして概略を申し上げますと、予防の状況についての数値であるとか、患者

の状況、また、急性心筋梗塞患者の受療動向について。急性期の医療提供の状況、回復期

から慢性期の状況といったかたちで６つの範囲において分かれております。

課題につきましては、その６つの現状を発症前、救護搬送体制、急性期の医療提供体制、

回復期～慢性期の医療提供体制ということで４つに整理をさせていただいている状況でご

ざいます。

こちらの課題のところではございますが、発症前としましては、危険因子についての啓

発と特定検診等による把握、生活習慣改善を通じた発症リスクの低減の部分でございます

とか、保健指導、医療機関受診につながる保健指導の徹底、受診勧奨取組のところ。また、

急性心筋梗塞のハイリスク者の認識であるとか、非典型症状の理解が発症から受診までの

時間を左右するというところが課題としてあげられております。

救護搬送体制につきましては、急性心筋梗塞治療センター、アクセス性に課題があると



ころもありますが、あき総合病院様の対応で県下的に改善の方向に向かっております。

急性期の医療提供体制としましては、Ｄ ｔｏ Ｂが改善傾向ではありますが、発症か

ら病院到着までの時間の平均というのが、あまり改善が認められていない状況ではござい

ます。また、当時は、あき総合病院様が治療成績の対象となっていないというところが課

題でございました。こちらについては、今年度よりご協力いただきまして、治療成績を提

出していただいております。また、学会等で心臓血管外科医、麻酔科医が不在の時に急性

大動脈解離の緊急手術に対応できない場合があるので、それが課題であるというふうにあ

げられております。

回復期から慢性期の医療提供体制につきましては、慢性心不全増悪による現状把握であ

るとか、地域で心不全に対応できる体制、心臓リハの実施施設が少ないこと。緩和ケアが

入ってまいりましたので、医療職間でのコンセンサスがとれていないのではないかといっ

たあたりが課題としてあがっております。

こちらについての対策につきましては、発症前については、予後の対策ということで、

心血管疾患を未然に防ぐために、啓発でありますとか、インセンティブ事業、また、健診

や研修、講演会、そういったあたりが行なわれる対策としてあげられております。

救護搬送体制につきましては、消防と各医療機関の連携体制の構築であるとか、１２誘

導の心電図伝送導入を検討すること。また、心肺蘇生法を行なえるための講習受講のうな

がしであるとか、県民への啓発。また研修の推進、こういったあたりは第６期から引き継

いでおるところではありますが、記載をさせていただいております。

急性期の医療提供体制では、来院から治療まで時間をどのように短くしていくのかとい

うあたり。また、治療センターの成績公表というのは、継続をさせていただくというとこ

ろでございます。急性心筋梗塞治療センターの要件を満たしていない場合でも地域のニー

ズが高い場合は対象とし、現状把握、今後の連携体制の構築を検討させていただきます。

また、心臓血管外科医・麻酔科医不在時に大動脈解離の手術に対応できる施策を検討する

となっております。

回復期から慢性期の医療提供体制につきましては、心不全増悪による再入院率等の現状

把握ということで、県であるとか高知大学様で行なわれておりますレジストリ研究などの

そういったあたりの情報を収集するとなっております。また、心不全患者等の対応につい

ての体制整備であるとか、専門職のリハを含めた専門職の関わり方、実態把握ということ

が、対策としてあげられております。

それらの４つの対策につきまして、項目がそれぞれ列挙されております。

その項目につきまして目標設定時ですので、２９年度で把握できている数値というのが、

目標設定時というところに記載させていただいております。直近値につきましては、まだ

最新の数値が反映されていない項目が非常に多い状況でございますので、来年度の本検討

会議において直近値の欄を最新数値に反映させていただきまして、また、年度毎の進捗管

理というのを実施させていただければと考えております。また、平成３５年度における目



標値といったあたりは、一番右の欄に書かせていただいております。

こちらは評価調書でございますので、１枚おめくりいただければと思います。

（座長）これ、ひとつひとついかなくて大丈夫です。もう。

（事務局）このあたりで。

（座長）まず、資料２－１について。あんまりいっぱいいっちゃうと、わからなくなっち

ゃうので。

何か、計画はこういうことですということなんですけども、何か意見あります？

あき病院が、結局、要件云々かんぬんということで満たしていないと言われていたのが、

いわゆるＩＣＵの設置ということなんですけども、お話をうかがっていますと、ＨＣＵだ

けどＩＣＵのような使い方をされているということですね、現実的には。

（古野委員）いや、まだＨＣＵ、整備できてないんです。

（座長）けど、心筋梗塞の患者さんをみると、多分、２０何人か、年間でみているので、

現実的に、もう準とか何とかじゃなくて心筋梗塞治療センターとしてやっていただければ

いいんじゃないかなと思いますけど、皆さん、ご意見いかがですか。

あまり外形基準ばっかり言っていてもしょうがないので、実際、あきが頑張ってくれて

いて、やはり、アクセスとか、いろんな東のほうの患者さんにとってはメリットが大きい

と思います。

じゃあ、皆さん、それでよろしいということで。

よろしくお願いします。

（古野委員）ありがとうございます。

（座長）僕が気になっていたのは、そこなんですけども。あと、何かご意見。

（北岡委員）心不全の再入院率。時間、いいですかね。今日、久保が来ているので、１年

間の率の結果をちょっと。

（座長）では、久保先生のほうから、せっかくなので。

（久保委員）高知大学循環器内科、講師の久保と申します。

先ほど、第７期の医療計画のところで慢性心不全患者さんの再入院等の現状把握という

ところの内容があったかと思います。現在、高知大学の北岡教授のもとで幾つかの施設に

ご参加いただきまして、非代償性心不全、急性心不全の入院患者さんの登録研究というの

を行なっております。その中間報告で、まだ一部のデータなんですけども、心不全再入院

率がどれくらいかというデータがありますので、それを持ってまいりました。

配布しました資料を見ていただきますと、皆さん、ご存知のように、現在、心不全の患

者さんがどんどん増えておりまして、日本中で１００万人を超えて存在しているだろうと

言われます。

１１月だったか、１０月だったかと思いますけども、新規の心不全入院患者さんが日本

国内で毎年１万人ずつ増えていくという、そういうデータもありまして、実際、何が起こ

るかと言いますと、心不全の急性悪化でかかる費用、医療コストが大体１２０万円という



算出もありますので、これくらいの金額が心不全に毎年増加していくということになりま

す。

そういった背景もありまして、多施設で高知県の心不全患者さんの登録のレジストリ研

究というのを行なっております。高知大学以外に、近森病院、幡多けんみん病院、日赤、

須崎くろしお病院、高知県立あき総合病院と６つの施設でレジストリ研究を行なっていま

す。

めくっていただきますと、一応、名前をつけまして、高知よさこいスタディという名前

で登録研究を行なって、現在、近森病院さんが患者さんも一番多くて、登録の事業にかな

り労力を割いていただいているという状況であります。

結果から言いますと、現時点で６０３名の患者さんが入院してきています。この中には、

認知症があまりにもひどいとか、同意書をとれない方は、基本、連続の心不全入院患者さ

んを登録しようとはしているんですけども、どうしても同意書が得られない方については、

登録できておりませんので、本来なら、もう少し数値としては多いということです。

６０３名の患者さんの年齢分布を見ていただきますと、平均年齢が７９歳ですが、８０

歳以上の方が全体の５割ぐらい、５割以上を占めているという状況になっています。男性

が約半数の入院と。こういう現時点での登録では６０３名の入院患者さんということにな

ります。

次、めくっていただきますと、８月までの登録患者さんで半年間の予後がきちんと終え

た方という方が２９４名おられます。この２９４名には、死亡退院した方は含まれており

ません。２９４名の中で半年以内に亡くなった方が９．４％、２９例で９．４％。心臓死

であったと、死亡原因が最終的には心臓死であった方が１６例、５．４％というかたちで

ありました。

再入院率なんですけども、心不全増悪による再入院が８６例、半年間で２９％入院して

きているということで、一生懸命、心不全治療で入院患者さんに治療しても、半年で約３

割の方が再度、心不全が悪くなって入院すると。高知県の数値がわからないんですけども、

１回の、また入院で、全国平均では１２０万かかっているという報告なんですが、これが

繰り返し行なわれるということが、やはり大きな問題ではないかなと思います。

死亡、そして心不全入院をあわせると、半年で３４．４％。心臓死、または心不全増悪

の入院を入れると、考えると３１％ということで、半年以内に３割以上の方が不幸な転帰

をたどるということが今回の調査ではわかっております。

まだ中間報告ですので、一応１０００名規模の登録研究にして、最終的には２年間くら

いのフォロワー期間で、予後、その間に心不全の再入院がどれくらいあるかというのをみ

ていく予定にしています。

現時点での、どんな患者さんが再入院ないし心不全、死亡ないし心不全の再入院をされ

るかというものを少し見てみたんですが、現在、フレイルがよく言われるんですけども、

身体的なフレイル、ＣＨＳ基準と書いていますが、この項目を満たしたものでフレイルの



一歩手前、プレフレイルか正常かということで見ていただきますと、正常の方はイベント

がないんですけども、プレフレイルの状態で結構な頻度でイベントを起こしているという

ことがわかります。

なので、患者さんへの介入、リハビリがかなり重要になると思うんですけども、プレフ

レイルの段階から結構、介入しないと、なかなか予後はよくならないのかなという印象が

あります。

それと、高齢者が多いですので、社会的フレイルというところも少し見てみました。社

会的フレイルの定義、それから、何を指標にするかというのは、まだ確立したものはない

んですけども、一応、現場で使われています基本チェックリストですね。この基本チェッ

クリストの質問項目の４番、５番の１７番、３つが社会的フレイルにあてはまるような内

容ですので、それと、独居であるかどうか。そして、食事が、孤食があるかどうかという、

こういった要素を加えて、独自にこれが２項目以上あると、社会的なフレイルがあるとい

うふうに一応、定義付けをしてデータを見てみました。

そうしますと、社会的フレイルのある人、それから、プレフレイルの人、順番に予後が

悪くなるということになりますので、高齢者の心不全患者さんをみるときには、何かしら、

こういった社会的な問題に対しての対応というものも考えていくと、ひょっとすると予後

が変わる可能性があるのかなというふうに思います。

今後の取組案として、今、心不全をやっている現場としては、どんなことを考えている

かと言いますと、高知県で心不全のことを話し合う、事実臨床の話し合いをする場があま

りないですので、高知心不全連携の会のようなものがあってもいいのかなと思いますし、

病診連携や実際に在宅でみられる患者さんも、どんどん増えてまいりますので、そういっ

た方々との勉強会。また、ここにお集まりの先生方が、やはり、中心になって急性期の心

不全治療をされるわけですけども、同じような心不全マネジメント、そして、指導の統一

というものも、まだまだ急性心筋梗塞のようにクリアカットに決まったものがありません

ので、そういった話し合いも必要なのかなというふうに考えます。

心不全、患者さんには、心不全手帳というものを最近配るんですけども、これもなかな

か手に入り難い状況になっていまして、できれば高知県版の心不全手帳なんかができれば、

病院で入院して、そのあと診療所のかかりつけの先生に戻ったときにも、シームレスで情

報が渡るのかなということも考えると、こういうのが必要だという意見も現場ではあがっ

ております。

あと、市民への啓蒙活動としましては、日本心不全学会から依頼がありまして、北岡教

授企画のもとで今年の３月に市民公開講座を一度開催すると、そういった活動をしており

ます。ありがとうございました。

（座長）はい、ありがとうございました。

せっかく色々まとめていただきましたので、ご質問、いかがですか。

（事務局）すみません。ちょっと社会的フレイルというところなんですけど、これ、４番



で、家族や友人の相談にのっている方なんですけど、Do you tourn to your family or

friends for advice とあるんですけど、これ、どっちですかね。これ、英語を見ると、こ

れは家族に、そこをまず、相談にのってもらっているという英語なんですけど、日本語は、

のっているか、なんですけど、英語は、のってもらっている、これ、どっちなんでしょう。

（久保委員）すみません。細かく見ていなかったんですけども。

のっているか、が、フレイルがないほうになります。なので、そういう相談にのってい

ないということがフレイルのひとつの要因ということにしています。ちょっと英語と日本

語の部分が合っていないかもしれませんが。

（医療政策課）日本語が正しいということで。

（久保委員）そうです。

（座長）はい。あとはいかがですか。

これ、最後の提案がすごく実は重要じゃないかと思うんですけども、県として、こうい

うことを事業としてやっていくというような、そういうお考えはありますか。

（事務局）

先生がおっしゃったように、確かに、シームレスなインターベーションメディカルツイ

ートメントという話になりますと、過去の記録があったほうというのは、当然、遅滞ない

受け入れですとか医療の質の向上につながるというのはもっともだと思っておりまして。

今、県でも色々手帳とかアプリとかをつくって、かなりものが多くなっているような状況

になっていて、高齢者の方々のみならず、介護をしている方々が、ちょっとこれだけある

と、みたいなかたちで、結構負担にもなっているところがあるんです。

今、考えているのは、ＩＣＴのものをつくって、各病院ですとか大きな病院をＩＣＴで

つなぐことによって、例えば、在宅にいた人が、大学ですとか、そういったところに入院

した際には、過去の記録、１年間分の記録というのが、例えば、エコー、心エコーですと

か、画像になるんですけど、静止画とか、当然、ＭＲＩ、ＣＴ等といったような、そうい

った画像を見られるようなシステムを作っておりまして、それがあれば、多分、手帳を忘

れたときですとか、手帳がなくても、医療機関の循環内科の先生がカチッとクリックすれ

ば、これまでの記録が見られるというものがありますので、そういったものをつくった場

合には是非、こちらからお願いしたいのは、先生方も周りの医療機関の方々に声をかけて

いただいて、入っていただくようにすれば、シームレスなシステムができるのではないか

なというふうに考えております。

ちょっと運営料も高いんですけど、是非、ご協力をお願いします。

（座長）それは、どこからのニーズがあるんですか。今、県がそういうことをやっている

という。

（医療政策課）むしろ、主体が県というよりかは、ＩＣＴ協議会といいまして、当然、県

ではなく、県もそうなんですけど、医師会、また、県内の中核的な医療機関１０病院以上

の方々が参加して、作ってほしいというものをもって、意思をもってして立ち上がってい



るものであります。

（座長）データの共有ということですよね。

（医療政策課）もちろん、そうです。

（座長）そういうことですよね。

多分、この心不全手帳とか等の意味は、患者さんと、患者さんの啓発というか、心不全

って自分で管理することがすごく大きいんですよね。それを医療者とやりとりしながら、

ということと、あとは、医療者皆が共通の認識をもって心不全の診療に取り組んでいくと

いうようなところに、例えば心不全手帳の意義は、多分、あるんだろうと思うんですよね。

データを見るということだけではなくて。

こういう取り組みって、例えば、倉敷とか、いろんなところで取り組まれていて、わり

と良い方法なんじゃないかなというふうに個人的には思いますけど。

（北岡委員）いいですか。

（座長）はい、どうぞ。

（男）宮野がやっているやつだと思うんですけど。ＩＣＴに関して。

心不全は、今、言った、記録があればいいというものじゃなくて、患者が参加しないと、

患者の理解度って非常に大事なので、いわゆるケアマネさんから、いろんなデータをもら

うとかいうことだけではなく、川井先生がおっしゃったように心不全手帳というのは、患

者側の自発的な参加というのが非常に大事だと思いますので、ちょっと意味あいが違うと

思います。

（宇賀委員）いいですか。

（座長）はい。

（宇賀委員）専門医というか、今度は開業医のほうからの意見になるんですが、最近、手

帳が非常に多いんです。認知症の手帳からはじまって、それこそバッグひとつではおさま

らないくらいの量の手帳なんですよ、数が。お薬手帳、糖尿病手帳。心不全の手帳を作り

ましても、たいていは認知症があると思わないといけませんが、それの手帳の管理。それ

から、それを誰が記載するか。色々ありまして、最近、落としたら大変です、もう来年度

は書かないとか、もう書くのも面倒くさいからということで、もう開業医のレベルでは、

それを記載することが大変難しくなっています。あまりに、雑用と言ったらいけないです

けど、書くことの時間が費やされるんです。もっとスリムに、手帳を、あまりに手帳があ

りすぎるので何とかならんかという、それが一番最前線の医療機関の考えです。

（座長）なるほど。ありがとうございます。

いろんなお考えは当然あってしかるべしだと思いますので。

あと、何かご意見、ありませんか。

久保先生、何か、せっかく提案していただいていましたけど。

（久保委員）心不全、大学で、多職種心不全チームで、今、活動しているんですけど、院

内の入院している患者さんは皆でみるということが、わりとやりやすいんですけど、問題



は退院した後なんですね。退院した後の外来、うちに外来にかかる方は、心不全認定ナー

スが一応、対応したりということがあるんですけど、ほかの、もとのかかりつけの病院に

戻っていただいたりとか、あるいは遠方で、なかなか調子が悪い時に、来ていいのかどう

かすら判断ができないとかというところが、すごく問題になっているのかなと思いますの

で。

（座長）はい。

データでお示しいただきましたように、めちゃくちゃ予後が悪い疾患ですよね。再入院

は多くて死亡率も高いということなので、別に糖尿病が軽症というわけじゃないですけど

も、重要な疾患群であることは間違いないと思いますので、医療費も多くかかりますので、

このあたり、県として、いろんなかたちで取り組んでいく必要が、多分、あるから、新し

く心不全とかが入ったんですよね。今まで、心筋梗塞だけだったんですね、病気として。

ということで、是非、例えば、手帳じゃなくても心不全連携の会をどうするかとか、と

いうことも含めて皆で考えていかないといけない。特に高齢県である高知県として、とて

も重要なテーマじゃないかなと。救急病院で働いていて、私は特に思います。

先生、どうぞ。

（西山委員）そうですね。結局、こういった心不全の場合は、フレイルとの関係が出てく

ると思うんですね。一旦悪くなって治療すれば、またよくなるという。また悪くなってよ

くなるという。ただ、なかなか難しいのは、次、治療しても助からないかどうかというと

ころの判断、非常に最後、難しくなってくるんですけど。

我々のところに来るのも、とにかく心不全で悪くなったから、高度医療をすれば、よく

なるのではないだろうかということで送られてくるんですけども、しかし、その人の生活

だとか、そういったものを見ていったら、これはちょっと、もう次は人工呼吸とか、それ

はなかなか無理じゃないかなというところがあるんですよね。

そういった患者教育というか、自分自身がそうなっている、あるいは、家族の方にもそ

ういった患者教育をしていかなければいけないし、もっと言えば、地域のみている先生方、

あるいは老健施設の方々に患者教育を、患者といったらこんな感じになっているんですと

いうのを言っていかなきゃいけないんじゃないか。何でもかんでも、最後は挿管して人工

呼吸かといったら、そうじゃないと思うんですよね。

そういったことが大切なんじゃないかなというのが、我々は救急病院で患者さん、送ら

れてくる側としては、そういうふうに思います。患者教育は非常に大切じゃないかなと。

（座長）はい、ありがとうございました。緩和のことも入っていますし、いろんな切り口、

ステージＡからＢですね。あらゆるステージの心不全の患者さんに対して対応していかな

きゃいけないので、それぞれのステージでやることは違うかもしれないけど、やはり、こ

れは県全体で考えていかないといけないなと思います。

あと、よろしいですか。

（座長）ありがとうございます。



では、よろしいですかね。次の資料２－２ですか。

（北岡委員）ちょっといいですか。

現状の一番下の数字。安芸、２．６日、中央２５．１日、高幡３０って、これ、何の数

字ですか。気になるんですけど。平均在院日数じゃないです？

（西山委員）一桁違うね、安芸が。何なんだろう。

（北岡委員）すぐにわからなかったら、また教えてください。

（座長）極端に違うから、何か。何だろうね。

あ、わかるみたい。

（事務局）こちらが、虚血性心疾患における平均在院日数で、平成２６年の患者調査の結

果として載せさせていただいている状況でございます。

医療計画上で、中央と高幡医療圏が長く、安芸、幡多医療圏が短くなっておりまして、

それについての記載としては、中央医療圏の在院日数が長いのは、狭心症より平均在院日

数が長い傾向にある急性心筋梗塞や重症症例、高齢者症例が集まりやすいためであると考

えられるというふうに記載がなされております。

（北岡委員）はい、ありがとうございます。

（座長）どうぞ。

（男）３番の学会等で心臓外科医、麻酔科医が不在時に急性大動脈解離の対応ができない

場合の施策を検討と書いているんですけども、これは具体的にどういうお話なんでしょう

か。

（事務局）こちらが、去年の第６期の会のときに出た内容で、学会日程の際に、皆さん、

先生方皆さん、学会に参加されるということなので、皆、学会に出てしまうと対処できる

人がいないと。その場合であれば、全県的に、特に他県に要請をするようなかたちで連携

を組むべきじゃないかというようなご発言が、確か、昨年度の会で出ているというふうに

確認をしておりますので、こちらに今後の連携体制の構築というふうにのせさせていただ

いてはおりますが、３０年度について、この点について、まだ、体制について何か動いて

いるというわけではございません。

（座長）県としてコントロールできないですよね。県としてコントロールできるわけじゃ

ないですもんね、これはね。

（事務局）県としてではないです。

（座長）ですよね。県と書いているのはちょっとおかしいかもしれない。各病院で検討し

てくださいということですよね。

なかなか難しいですよね。心臓外科医の数もそんなに多いわけじゃないですしね。

よろしいでしょうか。

では、資料２－２、お願いします。

（事務局）資料をおめくりいただきまして、資料２－２にうつらせていただきます。こち

らが、先ほどご説明させていただきました第７期の計画の中身に対する今年度の取り組み



になっております。

それでは、また順番に各課よりご説明させていただきますので、まず、健康長寿政策課

よりご説明させていただきます。

（健康長寿政策課）それでは、私のほうから、発症前・予防というところでお話しをさせ

ていただきます。

医療計画上、ひと項目に、予防、心血管疾患を未然に防ぐというところで、３項目あが

っておりまして、１つ目が、生活習慣改善、２つ目が、特定検診等の受診率向上、３つ目

が、心血管疾患の理解ということになりますので、２つ、生活習慣の改善と特定検診受診

率の向上について今年度の計画を説明させていただきます。

まず、計画でございますけれども、生活習慣の改善につきましては、健康づくりひと口

メモということで、３０秒のテレビ広報を年間１０２回開催するというふうにしておりま

して、Ｄの実行のところに書かせていただいていますが、昨年末までに、栄養、運動、ス

トレス、喫煙対策等の放送をしております。

２つ目としまして、高血圧対策サポーター企業による高血圧の啓発ということで、スー

パーマーケット等、認定企業を５１５事業所による高血圧予防の啓発ということで、減塩

ですとか野菜を多くとろうというようなことを、啓発をご協力いただいているところです。

３つ目の減塩プロジェクトによる減塩等の啓発ということで、減塩プロジェクトによる

啓発は先にも述べましたけれども、参加企業３５社ということになりますので、減塩のポ

ップ、それを商品棚のところに貼っていただいて、減塩商品の販売促進等にご協力いただ

いているところです。

あと、４つ目、高知家健康パスポート事業による健康づくりの県民運動ということで、

健康パスポート事業は、平成２８年度にスタートしておりますが、現在３万４２８名の方、

現在もう少し増えていると思いますが、パスポートⅠということで、１つ目のパスポート

をとっていただいています。これは２０歳以上の県民の５％の方に取得していただいてい

るということになっています。パスポートは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、今年からマイスターというこ

とで４つの段階に順番にのぼっていくという仕組みにしております。この４月からパスポ

ートⅢをスタートし、９月からはマイスターということで最上位ランクということで認定

をしているところです。

また、９月から健康パスポートアプリということで、スマートフォンで血圧を、自分で

はかった血圧値を記録できるとか、歩数計機能を活かして１日８０００歩以上歩くと自動

的にヘルシーポイントというか、それがつくとか、そういったようなことで身近な運動や

身近な健康づくりからパスポートシールを取得できるという仕組みをとっています。アプ

リにつきましては、１０月末のデータしかございませんけれども、２３５０人の方にダウ

ンロードをしていただいているという状況です。

２つ目の特定検診の受診率向上ですが、高知県は、全国よりも受診率が低いということ

で受診率向上対策を強化しているところです。まず、特定検診の対象となる４０歳台前半



の方にしっかりと普及啓発をするということで、知事からの手紙風の手紙の啓発リーフレ

ットを作りまして、市町村国保から約８０００人近い方に配布をしているところです。あ

とは、市町村国保が入っている、農業の方とか多いですので、ＪＡとか漁協と、商工会と

連携した啓発を行なっているところです。

特定保健指導、健診を受けたのち、メタボリックシンドロームの可能性が高い方につい

ては特定保健指導というのを行なうんですけど、それにつきましては、マンパワー不足で

特定保健指導率が高知県は低い状況になりますので、県の栄養士会が実施機関となれるよ

うに補助金を出しておりました。今年で３年目ということになりますが、本年度で、ほぼ

自立ができるということで、補助金も今年で終わりというぐらいまで、しっかりと実施体

制を継続していただいているところです。

あと、実施者の研修を行なったりもしているところです。あと、今年１月に高知県糖尿

病性腎症重症化予防プログラムというのを策定いたしました。これは、高知県と高知県医

師会、そして、県の事務局を担います糖尿病体制検討会の３者でつくったものでして、健

診後の未治療で高血圧リスク等の高い方への保健指導、受診勧奨をしっかり行なうという

ことで市町村国保等と一緒になって対策をとっているところです。

また、あわせまして、今年度から、糖尿病等で、治療中で重症化リスクの高い方に対し

ては、かかりつけ医と連携をとりながら保健指導をしっかり行なうという取り組みも始め

ているところです。

以上、簡単ですけれども、ご報告をさせていただきました。

（座長）ありがとうございました。

では、引き続き、どうぞ。

（事務局）ありがとうございます。

続きまして、３番の救急搬送体制からご説明させていただきます。救急搬送体制につき

ましては、医療政策課救急担当でございますが、代読させていただきます。

これについては啓発を行なっていくとともに、県が情報集約して数値周知を行なってい

くというふうになっています。方法としましては、昨年度作成したポスターについての掲

示というのを引き続き呼びかけて継続していただいているというふうにおうかがいしてお

ります。また、救急医療関係の研修情報を収集し、県内の消防本部、及び、救急医療機関

へ研修情報を提供するということで、こちらも継続しております。

４番以降、急性期の医療提供体制でございますが、引き続き、急性心筋梗塞治療センタ

ーの実績収集、公表を６月から８月にかけて皆様方にお願いをさせていただきまして、無

事全て情報を集めさせていただきましたので、最後にご報告させていただきます。

また、５番として、急性心筋梗塞治療センターに準じる病院ということで記載させてい

ただいておりますが、今回において、あき総合病院様も急性心筋梗塞治療センターとして

の取り扱いということで皆様方の合意をいただきましたので、今後そのように取り扱いさ

せていただきまして、今後、そのように収集、公表をさせていただければと考えておりま



す。

最後、心不全の実態把握の部分でございますが、現状は、四国厚生支局からの公開情報

や関連学会、緩和ケア・循環器疾患施設の算定ですとか、研修施設の状況を把握している

段階でございました。

本日、久保先生より大変貴重なデータのご提示をいただきまして、心不全増悪による入

院ですね。こちらが２９％ということですので、この３割という数字がとても印象的でも

ございましたし、最後の取り組みのところの案として連携の会であるとか、心不全手帳、

啓蒙といったあたりで、このようにご記載いただいておりますので、今後、久保先生とも

ご相談を是非させていただきながら、共に進めさせていただければと考えております。

以上でございます。

（座長）ありがとうございました。

では、資料２－２について、ご意見、いかがでしょうか。

よろしいですか。心不全、半年で３割ですからね。１年だともっともっと多いですよね。

では、もう最後ですかね。資料３ですけど、これは見てもらったらいいと思います。

（事務局）そうです。

（座長）これ、Ｄｏｏｒ ｔｏ ｂａｌｌｏｏｎの時間、すみません、近森病院、遅くて。

あと、これ、皆さん、データ出していただいたんですけども、これ、要らないんじゃな

い？とかあったら。次から活かしたいと思いますので、ご意見ありますか。

あとで僕のところにメールいただいてもいいですので。もし、何かご意見がありました

ら。よろしくお願いします。

では、その他ですか、次。何かありますか。どうぞ。

（北岡委員）県にご質問ですけど、先ほどの資料で、この５年間で１割弱、循環器内科医

が減っている原因等で、この急性心…体制ですかね、これが維持できていない危惧、ある

いはできない場合の対策は考えていますか。

（事務局）現状、この数値を把握したのが、ちょうど先月になりますので、まだ、その内

容の検討の可否というところまでは至っｈていないのが現状のところでございます。

（男）是非、いつまでもこれが維持できると思わないでほしいと思いますので、対策をよ

く考えてほしいと思います。

（事務局）はい。かしこまりました。

（座長）あと、いかがですか。

（男）心不全で何回も入退院を繰り返していく間に、自分は延命治療は要らないと、そう

いう意思表示をされる患者さんはどのくらい、ほとんどないんでしょうか。

（座長）いや、おられますよ。パーセンテージは何とも言えないんですけけども。多分、

それって、けど、逆にご家族とか、周りの人達がどれだけ時間を割いて丁寧に説明して理

解を得ているかによって全然変わってくるんじゃないかと思いますね。

あと、どこまでというのも、例えば、挿管はしなくていいとか、何とかまでは、いろん



なご希望もありますので。すごく、だから、説明といろんなことを決めるのに時間がかか

るんです。お話があった手帳のこととかも含めて、周りの、例えば、普段みてくれている

先生とか、本当に在宅の人達まで同じような認識をもって取り組んでいかないと、悪くな

ったら、すぐ救急病院という話にもなりますし、そういう意味で、かなり課題が起きるん

じゃないかなというふうに思いますけど。

何か追加、ご意見あります？

（男）そうしますと、やはり、延命治療をしないで亡くなるという人も、最近、ある程度

あるんですか。

（座長）延命治療というより、ご家族がそれ以上は望まないという方が多いですかね。ご

本人がいうのも、もちろんいますけどね。

どうぞ。

（男）うちで、ちょっと、そのあたりの…。

本来なら、心不全も悪性疾患というふうに認識すべきだと思いますので、本当は、ご自

身が最後、どういう治療を受けたいのかというのを明確に決めていただきたいんですけど

も、残念ながら、いつが本当のターミナルに来るのかが予測ができないので、なかなか癌

のように自分自身の最終治療を決めるというところがいっていないのが現状ではあると思

います。

うちで過去１０年間に、うちの病院で、心不全で亡くなった方の、本人がどれくらい、

最終的に自分の治療を決めていたのかというカルテを後ろ向きに見てみると、１割しかい

なかったんですね。なので、癌だと通常あり得ない数字で、最後は自分がこうしたいとい

うのを決めるような時代だと思うんですけども、残念ながら、心不全はたった１割だけで

した、ご自身がちゃんと決めていたのは。

おそらく、少しずつ、心不全は、そういう予後の悪い疾患なので、前もってアドバンス・

ケア・プランニングという言い方を最近、癌でもよくやりますけど、循環器でも、そうい

うことを導入しないといけないしというのが、少しずつ広まってきて、おそらく、自分は

もう次、悪くなったらこうしてほしいというふうに、ご自身が言われる方が少しずつ増え

てくるのかなと思います。

（座長）１割は、サカモト先生、多いと思います。大学だから、やはり重症も多いし、と

いうことだと思います。

「人生会議」というようになったらしいですね、ＡＣＰのことを。何が出ていました、

ニュースで。

あと、よろしいですか。

（事務局）医療政策課です。

いわゆるＡＣＰですね。人生会議につきましては、今、国のほうも厚労省も今、進めて

おりまして、神戸大学が各地域において研修会を開いているというのがございます。

四国では毎年１ヶ所でやっておりまして、昨年が香川。今年度は１２月だったと思うん



ですけど、徳島で開かれる予定になっております。そこには、各医療機関、あと、老人の

施設、そういったところの方が参加して、どうやってそういったものを広げていくかとい

うことの研修を行なうということになっています。

なかなか、いわゆる終末期の医療に関しましては、県のほうが、こうしなさいと言うに

はそぐわないと思っておりますけど、そうしたものに関して考えて取り組んでいこうとい

うことは非常に大切だと思っておりますので、今年度は、県としては、人も出しておりま

すし、また、来年度は是非とも高知のほうで、その研修会を開けたらと思っておりますの

で、そちらに向けて、今、調整をしておるところです。そういったものが決まりましたら、

また皆様にもご報告したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（座長）はい。よろしくお願いします。

あとは、よろしいですか。

では、ちょっと１時間のところが少しオーバーしましたけど、第１回ということで、第

１回ですけど、次はないんですけどね。

（事務局）そうです、はい。

（座長）はい。じゃあ、また来年の第１回ということでよろしくお願いします。お疲れ様

でした。

（事務局）ありがとうございました。

▲▲▲（終了）▲▲▲


